
令和３年（２０２１年）７月５日  

 

熊本県新型インフルエンザ等対策協議会 

構成機関・団体の長 様 

 

熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部長    

 

催物の開催制限等について（通知） 

このことについては、令和３年（２０２１年）６月２５日付けで通知したところですが、

同年６月３０日付けで内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より事務連絡があ

り、新たにフォーマット等が示されました。 

つきましては、先に通知したイベント等の開催制限について、下記のとおり、取扱いを

補足・変更します。 

貴殿におかれましては、イベント等の開催にあたって御留意いただくとともに、本取扱

いについて、構成機関・会員等へ周知していただきますようお願いします。 

記 

１ イベント開催時の感染防止対策について 

イベント等を開催する場合は、別添「イベント開催制限について」を確認のうえ、感染

防止対策を講じてください。 

なお、「イベント等の開催に係る留意事項」は廃止しますが、７月１９日までに開催さ

れるイベントで、すでに「イベント等の開催に係る留意事項」に沿った感染防止対策を策

定されている場合はこの限りではありません。 

 

２ 事前相談の際の提出様式について 

参加者数が１，０００人を超える場合には、県へ事前相談を行う必要がありますが、事

前相談の際に提出する資料は別紙１～３に改めます。 

なお、７月１９日までに開催されるイベントで、すでに、６月２５日付けで通知した様

式１～４を準備されている場合は、当該様式を御提出いただいても構いません。 

 

３ その他 

６月２５日付けで通知した次の事項について、補足します。 

 

R3.6.25付け通知１（２）①大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合 

また、参加人数が１，０００人以下のイベントを開催する場合は事前相談の対象となら

ないが、収容率上限を１００％と取扱う場合、主催者等は、実績を明らかにする資料・チ

ェックリスト、結果報告資料を作成のうえホームページ等で公開し、イベントから１年間

保管すること。大声・歓声等の発生等の問題が生じた場合には、結果報告資料を県へ提出

すること。 



【補足】 

過去態様に照らし、概ね「大声・歓声等なし」と考えられる催物（※）や、これまで

に収容率上限１００％での開催実績があり、感染防止策が適切に実施され、かつ、大

声・歓声等が適切に抑止されていた催物については、特に県が求める場合を除き、「実

績疎明資料（実績を明らかにする資料）」の公表は必要ありません。 

※例：クラシック音楽等のコンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・

式典、展示会 等 

 

（添付資料） 

 ・令和３年６月３０日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡

「催物の開催に係る事前相談等の際のフォーマット等について」 

・イベント開催制限について（当面８月末まで：７月５日更新） 

・別紙１～３ 

 

 

＜お問合せ先＞ 

熊本県健康福祉部健康危機管理課 

担当：田村・浦江・中満 

直通：096-333-2239（内線 5948,5947） 


